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代表理事 高橋養藏 

 

6 月 9 日、大阪で 50 名（半数患者さん）の参加で結成総会が開催されました。関東方面から、

NPO 医療を考える会副代表理事山西俊夫氏、神奈川県鍼灸マッサージ師協同組合の山口富靖氏, 

NPO 全国鍼灸マッサージ協会の代表 息才博氏、一般社団法人鍼灸マッサージ師会から高橋養藏

が参加しました。 

はじめに来賓挨拶があり、日本維新の会の議員秘書の挨拶、民主党、国会議員からのメッセージ

の紹介、鍼灸師の資格を持つ日本共産党市議会議員の挨拶、鍼灸柔整新聞でおなじみの上田孝之氏

も挨拶し、「自分が厚生労働省の職員だった時、鍼灸・マッサージ師がひどい扱いを受けているこ

とに驚き、期間と回数制限を撤廃する通知を出す仕事をした。これからも、命をかけて鍼灸マッサ

ージ治療の保険取り扱いの改善をするために努力したい。」と話されたことが印象に残りました。 

その後、会結成に至るまでの経過報告が藤岡東洋雄氏からあり、会則の決定、以下の通り役員体

制が決まりました。 

 

会長    山村博文（大阪） 

副会長   藤岡東洋雄（兵庫）／ 高橋養藏（東京） 

事務局長  坂田哲也（大阪） 

事務局次長 則定邦彦（大阪） 

会計    松川貞行（大阪） 

会計監査  池本真（兵庫） 
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『健康保険ではり・きゅう・マッサージを受ける国民の会』結成！ 



 2 

 

 

 

 

当日は会長が体調不良のため欠席、副会長として私から東京の

取り組みを報告しました。まず、NPO 医療を考える会を中心に

“東洋医療に関するいろいろな疑問にお答えするとともに、健康

保険制度改正にご協力をお願いする”ことを目的に『東洋医療に

ついての一問一答』のパンフレットを作成したこと、その内容の

一部“問１１ 海外でも鍼灸が普及しているようですが、その実

情はどうでしょうか？”という項目の内容を紹介し、次に、厚生

労働省が 100 万署名運動の事を既に知っていること、注目してい

ることも報告しました。藤岡氏からは 100 万署名取り組みの訴え

（署名用紙とともに皆様にお送り済み）がありました。 

その後会場からとして、山西俊夫氏、山口富靖氏、息才博氏が発言し、また、京都・大阪・兵庫・

奈良から参加した患者さんも「自費での治療では気軽にかかれない」など次々に発言がなされまし

た。 

『国民の会』の結成は、“国民が必要に応じて適切

な医療を受ける権利”すなわち、伝統医療であるは

り・きゅう・あん摩・マッサージ・指圧治療を一般医

療と同様に保険証の提示で受診出来るようにして下

さいという国民・患者の要望を実現するために、その

権利を持っている患者さん自らが運動の主体になっ

たことであり、これは画期的なことです。私たち業者

も、患者・国民の皆さんと一緒になり、100 万署名を

成功させましょう。 
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『健康保険ではり・きゅう・マッサージを受ける国民の会』 

結成の集いに参加 

 
NPO法人医療を考える会 副代表理事  山西 俊夫 

 

当日は、当会から高橋代表理事、神奈川の山口さん、山西の 3 名、関西からは兵庫、大阪、京都、

奈良の施術者、患者の方々が参加されて当日の出席者数は 48 名との発表がありました。京都の川

端鍼灸治療院、大阪の住之江鍼灸センターの施術者、患者さんが多く集まっておられ、第 2 部の各

地域からの発言の場では積極的にマイクを片手に、高齢者の方々が健康保険適用の必要性を訴えて

おられました。その熱意には感心させられましたが、中でも京都から参加された年金生活のご婦人

は、これまで個人的に 160 名余の会員を増やしてきたが、自分に最終的に 300 名の目標を課して

いると発言されていたのが印象的でした。この積極性は我々東京地区の会員が見習わなければなら

ない点であり、関西の方々にはこういった積極さと旺盛な庶民性が感じられて頼もしい限りです。 

 来賓の中には、NPO 全国鍼灸マッサージ協会 息才理事長、鍼灸師出身の井上大阪市議等の他

に、上田孝之元厚労省保健局医療療養指導専門官がおられ、いつものにこやかな表情で、今は東洋

医療を国民医療として広めたくないグループ(医師会)がおり、協会健保は保険医に対して同意書を

なぜ書いたのかと非難を強めている苦しい時期だが、患者さんの協力を得て運動を進めて行こうと

挨拶されました。 

 藤岡兵庫県鍼灸師会理事長から、足かけ 3 年かけて結成大会を迎えて今日は国民運動の一里塚に

なるとの準備会の活動経緯の報告と百万人署名運動の取り組みへの決意表明がありました。国会を

動かす大きな力となるには数十万から数百万の数が必要になるとの見通しを述べられました。 

 つづいて会則案および役員体制案が提起され、満場一致で承認されました。会長には山村国民の

会代表(患者)、副会長に藤岡氏と高橋当会代表理事、事務局長に坂田氏(住之江鍼灸センター)が就

任されました。 

 高橋新副会長から、鍼灸・マッサージが海外で積

極的に受け入れられている事情の紹介、鍼灸・マッ

サージの保険取扱い高が 834 億へと急伸したのは国

民が必要だから伸びた、百万人署名を東京と一緒に

がんばりましょうとの力強い挨拶がありました。 

 さらに百万人署名の行動提起が読み上げられ拍手

で承認されました。 

 各地域からの発言の場で、山口氏、山西共に関西

地区の方々と挨拶を通じて初めてエールの交換がで

きたことは、今後の運動を進めるうえで大変意義の

ある交流の場でした。 
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健康保険ではり・きゅう・マッサージを 

～気がねなく健康保険で東洋医療にかかれるよう、健康権の立場からときほぐす～ 

東京の集い 
 

 

講演 井上英夫 金沢大学教授 

日時 ７月１４日 午後１時半 

場所 家庭クラブ会館 

 

井上先生は金沢大学客員教授で、日本の社会保障の 

充実に貢献されています。 

 一人ひとりの国民が尊重され、安心して暮らせるよう、 

弱者の立場支援で全国を飛び回っておられます。１９９ 

１年、宇都宮の患者さんが起こされた「岸イヨ鍼灸裁判」で 

は、初めて日本の社会保障の中、鍼灸マッサージ・東洋 

医療の位置づけを、裁判の陳述の中で堂々と行って下さいました。 

「全国生存権裁判」では、責任者としてご活躍ですし、一般市民、患者が泣き寝入りしなくていい

ように、正義の道を示して下さいます。 

先生の講演を聞いて「東洋医療に安心して健康保険でかかりたい」という私達の願いを、ぐんぐ

ん自信を持って広めていかれるようにしていきたいと思います。 

皆さん、ご都合をつけ、是非ご参加下さい。 

 

参加申し込みはお早めに！ ℡０３－３２９９－５２７６ 

 

家庭クラブ会館 

                    所在地：渋谷区代々木 3－20－6 

                    電話：０３－３３７０－６３２２ 

                     ＪＲ・小田急・京王線  新宿駅南口より徒歩 8分 

                      都営地下鉄新宿・大江戸線  

 新宿駅 新都心出口６より徒歩 4 分 

 

 

 

 

いのうえ・ひでお 

1947 年埼玉県秩父市生まれ。前日本社

会保障法学会代表理事、老人福祉問題

研究会会長。専門は社会保障法、福祉

政策論。編著書に『高齢化への人類の

挑戦』『障害をもつ人々と参政権』など。 
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臨床に活かせる手技、軟部組織リリース法 

          の講習会で治療効果を！ 

                                在宅ケア部 山内恵美子 

 

恒例の在宅ケア部主催の講習会が６月９日・日曜日の１３時半から１６時半の間、千駄ヶ谷社

会教育会館にて行われました。 

今回の講師は後藤靖治先生。柔道整復師で、日本体育協会公認アスレティックトレーナーの資格

をお持ちの上、東京都多摩市で治療院も経営されておられます。 

今回の講習会の内容は、「軟部組織リリース法を臨床に活かす手技を学ぶ」事です。これは、理

学療法士の蒲田和芳先生が提唱し、今回講師の後藤先生が臨床に応用されておられます。軟部組織

リリース法は、拇指と示指の指頭で部位を挟み込んで振戦をかけるなどその他、動きを与えます。

其のことにより、滑走させたい部位の皮膚、皮下脂肪と其の深部の筋膜や骨膜との組織間の結合を

リリースする方法です。 

はじめは講義を、その後、後藤先生の実演を見せていただきながら説明を伺いました。次にお互

いがモデルになりあって実習をし、治療効果を体感致しました。 

 参加者は２１名で、熱心に実習をし、質疑応答も盛んに行われました。皆さん、臨床に活かす手

技を体得するべく集中度の高い実習をされておられました。講習会アンケートから、臨床に応用し

たいという方も多々おられたようです。 

参加者の方々には日曜日にもかかわらずお忙しい中、ご参加頂き有難うございました。後藤先生

には熱心にご指導頂き有難うございました。この紙面を借りまして御礼申し上げます。 

次回は１０月に在宅ケア研修会を行いますので、万障お繰り合わせの上ご参加下さい。 
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付属治療院・松本泰司 

 

脳卒中の危険因子 

脳卒中のリスクには予防出来るものと、予防出来ないものがあります。 

（１）予防出来ないリスク 

 ①年齢・・・55 歳以上では 10 歳ごとに脳卒中発症リスクは約 2 倍になります。 

 ②性別・・・男性は女性よりも発症率が高い。 

 ③家族歴・・家族に脳卒中の既往がある場合、発症リスクが高くなります。 

 

（２）予防出来るリスク 

 ①高血圧・・高血圧の場合、血管壁に絶えず強い圧力が加わるため、動脈硬化が進行します。高血圧

は脳卒中の最大のリスクであり、血圧が高い程、脳卒中の発症率は高くなります。 

（対策）・・・定期的な血圧測定。塩分を控える。（一日の塩分摂取量は 6ｇ以下を目標） 

疲れたら無理をしない。急激な寒暖差を避ける。入浴温度は少しぬるめにする。定期的

に有酸素運動を行う。体重を減らす。 

 

②糖尿病（高血糖）・・インスリンの働きが不十分な為、細胞が血中のブドウ糖を取り込むことが出

来ず、血糖値が上昇する病気です。 

（対策）・・・定期的に食前に血糖を測定する。バランスの良い食生活に改善し、摂取カロリーを制

限する。継続的な有酸素運動の実践。 

 

 ③脂質異常・・・高 LDL コレステロール血症・低 HDL コレステロール血症・高中性脂肪血症を指

します。高 LDL コレステロール血症が脳梗塞のリスクとして重要です。 

 低 HDL コレステロール血症は、心筋梗塞、狭心症の危険因子としても重要です。 

（対策）・・・糖尿病対策と同様です。 

 

 ④心房細動などの心疾患・・・ワーファリンの服用等医師の指示に従う。 

 

 ⑤喫煙・・・喫煙は特に脳梗塞とクモ膜下出血のリスクファクターです。 

 

 ⑥飲酒・・・飲酒量が増えると脳出血とクモ膜下出血の発症率は高くなります。 

 

 ⑦肥満と運動不足・・BMI（体重㌔÷身長㎡）を 25 未満にします。 

 

（まとめ） 

歩行速度が高い人ほど健康寿命が長いことが、東京都健康長寿医療センターの統計で証明されていま

す。生活習慣を整える事により、発病は未然に防ぐことが出来ます。会員の先生方の参考にして頂けれ

ば幸いです。 

  

 

脳卒中について（２） 
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『世界がたべられなくなる日』（フランス映画紹介） 

 経済、経済、総理大臣が関係者を引き連れ、原発などの売り込みに世界を訪問する事態です。企

業活動、企業利益が最優先、TPP という内容も明らかにしない国際協定により、人権を踏み潰すよ

うな企業活動の横行が当然とされる事態も予想される政治状況です。 

 科学技術の発展が、地球環境の破壊につながる大きな力を持つようになり、その、科学技術や科

学技術を利用する手段を独占する巨大企業の活動は、人権の保護や発展途上の国民保護の立場から

厳しく規制することが重要になっている時代だと思います。 

 福島原発事故の問題は、原発が企業利益のために利用される危険を示した三度目の大事故です。 

 原発の問題とともに企業行動の規制が重要なのが食料生産の問題です。モンサントの「遺伝子組

み換え」種子の問題を取り上げたフランス映画が公開されました。モンサントはベトナム戦でアメ

リカが使用した枯葉剤を製造した企業であり「遺伝子組み換え」種子の 90％を保有するといわれ

るアメリカの巨大企業です。昨年 12 月に『モンサントの不自然な食べもの』が公開され、今年 6

月に『世界が食べられなくなる日』が公開されました。どちらも世界で大豆やトウモロコシなどの

種子の独占を目指す、モンサントの遺伝子組み換え種子の危険を明らかにしています。 

 アメリカの影響力の強い日本ではなかなか制作できない映画です。知っておかなければならない

問題が描かれており、ぜひ見ていただきたい映画です。 

 

 映画『世界が食べられなくなる日』主旨 

「遺伝子組み換え食品」の恐ろしい実態を描いているのだ。内容は、０９年、フランスの分子生物

学者、セラリーニ教授が世界で初めて試みた実験を追うもの。２年以上の長期間、遺伝子組み換え

食品をラットに与える様子に密着している。 

 ラット２００匹を２０グループに分け、（Ａ）「遺伝子組み換えトウモロコシ」、（Ｂ）「除草剤を

散布して栽培した遺伝子組み換えトウモロコシ」、（Ｃ）「除草剤を混ぜた飲み水」、（Ｄ）「非遺伝子

組み換えトウモロコシと除草剤の入っていない飲み水」をそれぞれ割合を変えて与えた。すると、

ハッキリとした違いが表れた。「非遺伝子組み換えトウモロコシと除草剤の入っていない飲み水」

（Ｄ）だけを与えたラットは、健康を保った。ところが、（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）を与えたラットは、４

カ月目から死亡例が出始める。１３カ月目にはメスの１０～３０％に乳がんが発生し、オスは腎臓

疾患が増加。１５カ月目には複数の腫瘍が発生し、メスの乳腺に大きな腫瘍。２１カ月になると、

メスの８０％に乳腺腫瘍が発生し、オスの腫瘍の数が３～４倍に増えた。 

 

 重大な問題は、現在、遺伝子組み換え食品の安全基準が3か月の実験で判断されていることです。

ラットに３カ月与え続けても問題がないかどうかで、人間の健康に異常がないと判断されているの

です。しかし、映画のセラリーニ教授の実験では４カ月目からラットに異常が出ています。 

日本は世界一の食料品輸入大国ですから、世界一の遺伝子組み換え作物輸入国なのです。アメリ

カとともに子供たちに遺伝子組み換え作物や農薬の影響が心配されるのが日本なのです。映画、『世

界が食べられなくなる日』が指摘するような危険が、企業利益優先の政治の中で隠蔽隠されること

を許してはならないと思います。                      久 下 勝 通 
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                       事務局よりお知らせ
 

申請書ソフト バージョンアップ情報！ 

  毎月提出される申請書作成を少しでも簡単にできるよう、申請書ソフトを改定中です。 

～改定内容～ 

１． 申請書画面（ハリ/マッサージとも）で、「施術日指定」と「摘要」の画面を別に設定し入

力しやすくしました。 

 

  施術日入力画面  申請書作成画面で、施術年月を指定して施術日をクリックすると 

          施術日入力をする画面が表示されます。  

 

   (1) 各日付において  治療院に施術の場合：○ 往療で施術した場合：◎ 

      をつけるだけで 施術開始日、施術終了日、実日数、施術領収日、申請日、委任日を 

      自動設定します。（個別手動設定も可） 

      前回の施術マーク(レ)がある場合には、施術した日数を自動記入します。 

      新規の場合は初療施術日を自動記入します。 

   (2)  ハリの申請書についてもマッサージ同様、前回の施術個所に施術マーク(レ)をつけます。 

     マッサージの変形徒手についても、前回施術がある場合施術マーク(レ)をつけます。 

 

摘要欄入力画面  摘要欄の入力をしやすくするよう別画面で行います。 

   (1) 摘要欄に印字できる文字サイズを大/中/小の 3 段階設定できるようします。 

       （現状の文字サイズは大） 

   (2) 摘要欄によくある入力項目のガイドをします 

   ハリ：往療理由（歩行困難、歩行不可能、その他） 

   マッサージ：症状（筋麻痺、関節拘縮、その他） 

(3) 施術場所の入力 

      受療者登録の往療距離計算用住所を、摘要欄に記入します 

 

２．申請書作成時のチェック機能を強化し、ミス防止を進めます。 

   (1) 請求区分の指定の必須化 

   (2) 同意欄に記載された同意日が有効かのチェック 

   (3) 往療明細作成時、患家からの距離が施術所からの距離を超える場合エラー 

   (4) 未登録で終了又はＸ、別の申請書を呼出し、確認画面を表示 

 

 ３．請求書印刷機能 

    (1) 請求書に施術日を追加 

    (2) 社印の印刷 （社印の印影を JPEG ファイルとして登録しておく必要があります） 

 

(3) 往療明細の添付 
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申請書の作成など、わからないこと、困ったことがありましたら、事務所にて個別に対 

応させていただきます。患者さんの情報などの資料、ソフト使用の方はＰＣをご持参く

ださい。事前に日時の予約をお願いいたします。 ℡０３－３２９９－５２７６ 

 

         NPO 医療を考える会のホームページができました。ご一読の上、ご意見・ご感想をお寄せ

下さい。       http://npo-iryo.org/ 

 

 

                                       

 

                                       

           労災の対象になる事故は健康保険の対象外です。労災は、業務上起因する

災害と、勤務先への通勤途中に発生した災害を補償するものです。 

          労災保険制度では事業主は労働者を一人でも雇用していれば、労災保険法の

適用を受けます。加入手続き後は保険料を納付しなければなりません。保険料は全額事業主負担と

されます。適用事業所で働いている正社員・パート・アルバイト等、使用されて賃金を得ている方

すべてが対象になります。 

療養の場合、受診する施設により大きく２つに分けられます。 

 

①『療養の給付』・・・労災病院又は、労災指定医療機関で療養する場合。この場合、被

災労働者は無料で療養を受けられ、その費用は直接医療機関に支給されます。 

 

②『療養費の支給』・・・労災病院又は、労災指定医療機関以外の医療機関等で療養する

場合（鍼灸マッサージ師の申請はこちらです）。療養に要した費用相当を労働基準監督

署が申請者に支払うものです。手順は以下の通りです。 

 

１． 指定薬局・指名機関登録をする 

まだ会員の先生の施術所が各労働局に登録されていない時は、事前に指名機関登録をしな

質問コーナー 

Ｑ： 労災の患者さんがいらっしゃいました。

労災のことがよくわからないので教えて下

さい。また、鍼灸マッサージ治療費の請求は

できるのでしょうか？ 

 

 

 

 

 

リリースは Ｈ２５年７月予定 

内容の詳細及びリリース方法については別途ご案内します 
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ければなりません。必要な方は会にご連絡下さい。会が所轄労働局（東京・神奈川・千葉）

に書類を送付し登録します。認可されるまで、一定の期間を要します。 

 

２． 認可される 

労働局から会に「指名番号」が届きますので、すみやかに連絡いたします。 

 

３． 鍼灸・マッサージの療養費を請求する 

申請用紙は患者さんが職場から発行してもらって下さい。ＰＣからダウンロードもできま

す。施術者が申請書に記入・作成し管轄の労働局に提出して下さい。 

 

 

 

平成 25年 4月 18日現在（正会員 144名） 

 

男女別・年代別などの項目で、会員の構成比を検証してみました。今後、定期的に更新しお伝えいた

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

男 

106 

74% 

女 

38 

26% 

男女別  

鍼２

３ 

16% 

マッ

サー

ジ６

０ 

42% 

両方

３８ 

26% 

不明

２３ 

16% 

治療種別 

 

11% 

14% 

17% 

8% 
27% 

12% 
5% 2% 1% 1% 1% 1% 

地域別 

都・城東 都・城西 都・城南 都・城北 

都・多摩 埼玉県 千葉県 神奈川県 

茨城県 静岡県 宮城県 宮崎県 

城東：墨田・江東・荒川・足立・葛飾・江戸川・台東 

城西：中野・杉並・新宿 

城南：品川・目黒・太田・世田谷・渋谷・港・中央・千代田 

城北：文京・豊島・北・板橋・練馬 

 

 

20代 

1% 
30代 

14% 

40代 

24% 

50代 

23% 

60代 

25% 

70代 

10% 

80代 

3% 年代別 

会員内訳 
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委任拒否団体リスト（平成 25年 6月 27日現在） 

以下は、会から提出した経緯のある団体に限った情報です。他にもあるかもしれませんし、リス

トにある保険者も一度は認める場合がありますので、初回は提出し、委任受領払いの範囲を拡大し

ていく事が大事かと思います。 

１  オリックスグループ健保  ２６  デパート健保 

２  海空運健保 ２７  東京ガス健保 

３  カシオ健保 ２８  東京化粧品健保 

４ 
 神奈川県石油業健保 

２９  東京西南私鉄連合健保 

（６３で助成がある方は可） 

５  神奈川県食品製造健保 ３０  東京倉庫業健保 

６  関電工健保 ３１  東京通信機器工業健保 

７  関東百貨店健保 ３２  東京ニットファッション健保 

８  キャノン健保 ３３  東京薬業健保 

９  公文健保 ３４  東芝健保 

１０  コニカミノルタ健保（６３で助成がある方は可） ３５  トランス・コスモス健保 

１１  シャープ健保 ３６  日本アイ・ビー・エム健保 

１２  新生銀行健保 ３７ 日本航空健保 

１３  新日本製鐵健保 ３８  日本電気健保 

１４  人材派遣健保 ３９  パレット健保 

１５  自動車振興会健保 ４０  日立製作所健保 

１６  自衛隊入間支部（政管） ４１  富士フイルム健保 

１７  西武健保 ４２  三菱鉛筆健保 

１８  JA 千葉健保 ４３  三菱健保 

１９  JTB 健保 ４４  明治安田生命健保 

２０  全日空健保 ４５  安川電機健保 

２１  倉庫業健保 ４６  安田健保 

２２  第一生命健保 ４７  ヤマハ健保 

２３  大和ハウス健保 ４８  ユニマット健保 

２４  通信機器産業健保 ４９  横浜港運健保 

２５  中央ラジオ・テレビ健保 ５０  リクルート健保 

 

 

参考資料 
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１ 月 編集会議 

２ 火  

３ 水 申請書受付締切                                   

４ 木                                                         

５ 金   申請業務                           

６ 土                      

７ 日 （休み） 

８ 月  

９ 火  

１０ 水  

１１ 木  

１２ 金  

１３ 土  

１４ 日 ＮＰＯ講演会 井上英夫氏 13:30～ 

１５ 月  

１６ 火  

１７ 水  

１８ 木   

１９ 金   

２０ 土  

２１ 日  

２２ 月 事務局会議 13：00～／保険学習会 14：00～ 事務局通信投稿〆切 

２３ 火  

２４ 水  

２５ 木  

２６ 金  

２７ 土   

２８ 日 10周年記念 実行委員会 13:00～ 

２９ 月 事務局通信・支給明細などの発送 

３０ 火  

３１ 水 療養費の振込 

        

 
７月の予定 

 

事務所夏休み 8月 14日（水）～16日（金） 


